

（別紙１）
いばらき公共施設予約サービス導入準備業務契約書（案）

いばらき公共施設予約システム整備運営協議会（以下「甲」という。）と＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下「乙」という。）とは、いばらき公共施設予約サービスの提供について、次のとおり委託契約を締結する。
（契約の目的）
第１条　甲は、次の事業（以下「委託事業」という。）の実施を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
（１）委託事業名　いばらき公共施設予約サービス導入準備業務委託
（２）契約期間　　契約日から令和８年３月31日まで
（３）契約金額　　　　　　　　円（うち消費税額及び地方消費税の額　金　　　円）
　（業務内容）
第２条　乙は、仕様書第１章第７項アに定める導入準備業務を実施する。
（権利義務譲渡の禁止）
第４条　甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、この契約により発生する権利及び義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならないものとする。
（再委託等の禁止）
第５条　乙は、甲があらかじめ書面により承認した場合を除き、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
２　乙は、前項の規定による甲の承認を受けた上で、業務の委託を行う場合、委託先の業務の実施について、自らが業務を行った場合と同様の責任を負うものとする。
（利用料の支払）
第６条　乙は、甲に対し、支払請求書により請求し、甲は、乙の適正な支払請求書を受領した日から30日以内に乙に当該利用料を支払うものとする。
２　甲が前項に定める期間内に乙に対して利用料を支払わないときは、甲は、当該期日の翌日から支払日までの日数に応じ、未払額につき年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
（契約の解除）
第７条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要せずこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 重大な過失又は背信行為があった場合
(2) 仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立ての対象となった場合
(3) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) この契約により、暴力団の活動を助長し、又は運営に資することが判明した場合
(5) その他この契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
２　乙は、甲に重大な過失若しくは背信行為があった場合又はその他この契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合は、何らの催告を要せずこの契約の全部又は一部を解約することができる。
３　甲又は乙は、相手方がこの契約に違反し（仕様書に定める個々の作業の遅滞を生じさせることを含む。）、相当期間を定めて催告をした後も、当該違反が是正されない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
（損害賠償）
第８条　甲及び乙は、この契約の実施に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合は、相手方に、その損害の賠償を請求することができる。
（契約終了後の処理）
第９条　甲及び乙は、この契約が終了し、又は解除した場合、相手方の指定したものを除き、相手方から提供を受けた本サービスの利用に係る資料（全部又は一部の複製物を含む。）の全てをこの契約の終了後速やかに相手方に返還するものとする。
２　甲がサービスを利用して登録したデータ（初期設定により登録したデータを含む。）は、乙が無償で契約終了後に速やかに他の電子媒体等にコピーし、甲に返還するものとし、乙の責任で完全に消去するものとする。
（禁止事項）
第10条　甲は、サービスの利用に関し、次の行為を行わないものとする。
(1) 第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(2) 第三者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3) 第三者を差別し、誹謗中傷し、その名誉又は信用を毀損する行為
(4) 第三者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運用に支障を与える行為、又はそのおそれのある行為
(5) 法令、条例等に違反する行為又は公序良俗に反する行為
(6) 前各号のほか、甲又は乙がサービスの利用に不相当と判断した行為
２　乙は、甲が前項各号に該当した場合、当該行為を中止するよう甲へ要求できるものとし、甲がこれに応じない場合には、サービスの利用を停止することができるものとする。
（個人情報の保護）
第11条　乙は、業務を実施するため個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律
（平成15年法律第57号）に基づき必要な措置を講ずるほか、特約事項（別記）を遵守しなけれ
ばならない。
（合意管轄裁判所）
第12条　この契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、水戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
（その他）
第13条　この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。

令和　年　月　日

茨城県水戸市笠原町９７８番６
甲　いばらき公共施設予約システム整備運営協議会
会長　　舘　宏明


　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（別記）
特　　約　　事　　項

１　受託者の責務
この契約の履行に当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分留意して行うように努めること。

２　秘密の保持
（１）乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
（２）乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。

３　個人情報の収集の制限
この契約を履行するため個人情報を収集するときは、この契約の目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。

４　個人情報の目的外利用及び外部提供の禁止
この契約を履行するため収集し、作成した個人情報は、この契約を履行するためにのみ利用するものとし、他の目的のために使用し、又は第三者に提供しないこと。

５　適正管理
乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

６　複写又は複製の禁止
この契約を履行するに当たって取り扱う個人情報が記録された帳票等（紙による帳票のほか、磁気ディスク、磁気テープその他の電子的記録媒体により一定の事項を記録することができる方法により記録されたものを含む。以下同じ。）は、複写し、又は複製しないこと。

７　返還義務
この契約を履行するため甲から引き渡された個人情報が記録された帳票等は、契約期間の終了後、速やかに甲に返還すること。

８　個人情報についての事故報告
個人情報について外部への漏えいその他の事故が発生したときは、速やかに、当該個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面により甲に報告し、甲の指示に従うこと。
